
視 察 報 告 書

１ 視察年月日

令和５年２月１日から２月２日まで

２ 視察場所

令和５年２月１日（水）北名古屋市役所

令和５年２月２日（木）名古屋市役所

３ 視察事項

○北名古屋市

『地域回想法』について

○名古屋市

市民税減税について

４ 視察参加者（５名）

山野井 隆、須田光雄、石井めぐみ、入江洋一、結城 繁

５ 視察行程

別紙のとおり

６ 視察報告

別紙のとおり

上記のとおり報告します。

取手市議会議長 金澤 克仁 殿

令和５年２月１６日

取手市議会会派みらい代表者 山野井 隆



取手市議会会派みらい代表 山野井 隆 殿

行政視察報告書

取手市議会議員 須田 光雄

１ 視察日

令和５年２月１日（水）

２ 視察先

北名古屋市役所

３ 調査項目

環境モデル都市について『地域回想法』について

①事業概要

②参加者

③事業効果と課題

④今後の事業展予定

４ 視察内容



北名古屋市の現状ですが高齢者向けの取り組みに力を入れている。

昭和の懐かしいものなど寄付を募り展示するなど高齢者はもちろん若い世代

まで一緒になり楽しめる取り組みであった。

ボランティアの高齢化など問題になっていたが高齢化率が取手市の 34％に比

べ名古屋市と隣接という事もあり 23.9％という若い世代にも人気があるとこ

ろになっていた。

取手市も東京から近いベットタウンであることから宣伝方法やシティープ

ロモーションを強化することにより若い世代の人口増加も見込めると北名古

屋市の取り組みが大変参考になった視察でした。

以上、北名古屋市の視察報告とします。



取手市議会会派みらい代表 山野井 隆 殿

行政視察報告書

取手市議会議員 須田 光雄

１ 視察日

令和５年２月２日（木）

２ 視察先

名古屋市

３ 調査項目

市民税減税について

①現在の減税税率決定の根拠

②減税後の財政の影響

③減税の持続性の見込み(社会情勢が不安定な現在、税率変更の想定など)

４ 視察内容

①現在の減税税率決定の根拠

市民税には、行政サービスに要する費用を広く市民の皆様で分かち合っ

ていただく（負担分任）という性格がありますので、その税率は一律とな

っています。減税にあたっては、このような市民税の性格を踏まえ、一律

に税率を5%引き下げることとしました。

減税率が10%から5%になったのは、10%減税条例案についてご審議をいた

だく中で、市民税減税が本市財政に与える影響につきまして、議会の中で

多様なご意見があり、結果として条例案が可決に至らなかったことを踏ま

え、市長が政治的に判断したことによるものです。



②減税後の財政の影響

減税により市民の使える金額が増え結果的に税収が増えている。河村市

長にもお話を伺ったが経済学的には必ず成功するとおっしゃっていた。

③減税の持続性の見込み(社会情勢が不安定な現在、税率変更の想定など)

毎年度変更、調整等を協議しているとの事。

河村市長在任中は継続して給料カットの身を切る改革を行っていくとの

事。その間は減税も続けられる見込みである。

取手市も経済学をもっと取り入れていくべきと感じた。

以上、名古屋市の視察報告とします。



茨城県取手市議会会派「みらい」行政視察研修行程表

視察研修開始時は、会派代表の山野井 隆から。終了時は、幹事長の入江洋

一からご挨拶させていただきます。

○２月１日（水）

※ＪＲ取手駅西口改札 午前８時１５分集合【時間厳守】

のぞみ217 名鉄犬山線

取手駅……東京駅…………名古屋駅………西春駅……北名古屋市視察研修…

8：30 9:20 9:39 11:16 14:00～16:00

市営桜通線

……西春駅……名古屋駅……………久屋大通駅………宿泊地

16:30 17:30

○愛知県北名古屋市議会事務局（東庁舎１階玄関待ち合わせ）

住所：愛知県北名古屋市熊之庄御榊６０番地（〒４８１－８５０１）

電話：０５６８－２２－１１１１（代表）

内線３４１３

※研修事項

回想法事業について

①事業概要

②参加者

③事業効果と課題

④今後の事業展開予定

【宿 泊】

三交イン名古屋錦

住所：愛知県名古屋市中区錦３－７－２３

電話：０５２－９５７－３５３７



○２月２日（木）

市営名城線

宿泊地……久屋大通駅……………名古屋城駅……名古屋市視察研修…

10:00～11:50

市営名城線 のぞみ228

…名古屋城駅……………名古屋駅……………東京駅………取手駅

14:49 16:17 16;35 17:32着予定

○愛知県名古屋市会事務局

住所：愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号（〒４６０－８５０８）

電話：０５２－９６１－１１１１（代表）

※研修事項

市民税減税について

①現在の減税税率決定の根拠

②減税後の財政への影響

③減税の継続性の見込み（社会情勢が不安定な現在、税率変更の想定な

ど）


